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公的研究費による研究活動における不正行為の防止等に関する規程 
 
第1章  総則 

 
第１条（趣旨） 
本規程は、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」

（平成 19 年 10 月１日付け 19 農会第 706 号農林水産技術会議事務局長、林野庁長官及び水

産庁長官通知。以下「ガイドライン」という。）に基づき、株式会社 IT 工房 Z（以下「当

社」という。）における競争的研究費等の取扱及び不正使用の防止並びに不正使用が生じた

場合における適正な対応について必要な事項を定める。 
 
第２条（用語の定義） 
（１） 競争的研究費等 

農林水産省またはその所管する独立行政法人から配分される競争的資金を中心とした

公募型の研究資金。ただし、これに加え、その他の国の省庁、地方公共団体、独立行

政法人、またはこれらが所管する機関から配分される公募型の研究資金、さらに必要

に応じて民間団体が提供する公募型研究資金を含む。 
（２）配分機関 

当社に対して、上記（１）の競争的研究費等を配分する機関（例えば、農林水産省に

おいて各競争的研究費等を所管する課室、農林水産省が所管する独立行政法人）。 
（３）構成員 

当社に所属する全ての者（非常勤を含む研究者、事務職員、技術職員、およびその他

関連する従業員や関係者）。 
（４）不正 

故意若しくは重大な過失による競争的研究費等の他の用途への使用又は競争的研究費

等の交付の決定の内容やこれに付した条件に違反した使用。 
（５）コンプライアンス教育 

不正を事前に防止するために、当社が構成員に対し、自身が取り扱う競争的研究費等

の使用ルールやそれに伴う責任、自らのどのような行為が不正に当たるのかなどを理

解させるために実施する教育。 
（６）啓発活動 

不正を起こさせない組織風土を形成するために、当社が構成員全体に対し、不正防止

に向けた意識の向上と浸透を図り、コンプライアンス教育の内容を補完することを目

的として実施する諸活動全般。 
 
 
第2章  責任体系の明確化 
 
第３条（最高管理責任者） 
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 代表社員は、最高管理責任者として、当社全体を統括し、競争的研究費等の運営・管理に

ついて最終責任を負う。最高管理責任者は、次の各号の業務を行う。 
（1） 不正防止対策の基本方針を策定し、全社員に周知するとともに、それらを実施するた

めに必要な措置を講じる。 
（2） 統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者が競争的研究費等を適切に運営・管

理が行えるようリーダーシップを発揮する。 
（3） 基本方針や具体的対策の策定、及びその実施状況や効果について、必要に応じて外部

の専門家やアドバイザーの意見を取り入れる。 
（4） 社内外の啓発活動（研修、セミナー、広報活動等）を定期的に実施し、構成員（全社

員および外部協力者）の意識向上を図る。 
 
第４条（統括管理責任者） 
 統括管理責任者は、最高管理責任者を補佐し、競争的研究費等の運営・管理について当社

全体を統括する実質的な責任と権限を持つ者として、次の各号の業務を行う。 

（1） 基本方針に基づき、当社全体の具体的な不正防止対策を策定・実施し、その進捗状況

を確認するとともに、最高管理責任者に報告する。 
（2） 不正防止対策を組織横断的に推進するための体制を整備・統括し、必要な調整を行

う。 
（3） 必要に応じて外部の専門家やアドバイザーの意見を取り入れる。 
（4） 統括管理責任者の業務は、総務担当者が兼務する。ただし、総務担当者がいない場合

は、代表社員がその業務を担う。 

 
第５条（コンプライアンス推進責任者） 
  コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者の指示の下、コンプライアンス実務の

リーダーとして、不正防止と適切な業務遂行を支援・推進するために、次の各号に掲げ

る業務を行う。 
（1） 自己の管理監督または指導する部門における対策を実施し、実施状況を確認して、統

括管理責任者に報告する。 
（2） 不正防止を図るため、部門内の競争的研究費等の運営・管理に関わる構成員に対し、

コンプライアンス教育を実施し、その受講状況を管理・監督する。 
（3） 管理監督または指導する部門において、定期的に啓発活動を実施する。 
（4） 管理監督または指導する部門において、構成員が競争的研究費等を適切に管理・執行

しているかをモニタリングし、必要に応じて改善を指導する。 
（5） コンプライアンス推進責任者の業務は、各部門の責任者が兼務する。ただし、適切な

担当者がいない場合は、代表社員がその業務を担う。 
 
第６条（職名の公開） 
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 第３条から第５条までの各責任者を置いたとき、又はこれを変更したときは、その職名を

当社の HP に公開する。 
 
第７条（監査役） 
 監査役は、不正防止に関する内部統制の整備・運用状況について当社全体の観点から確認

し、意見を述べる。 
 
【注記】 
現時点では監査役を設置していないため、その役割については最高管理責任者が兼務す

る。 
 
➁ 監査役は、特に、統括管理責任者又はコンプライアンス推進責任者が実施するモニタリ

ングや内部監査によって明らかになった不正発生要因が不正防止計画に反映されている

か、また、不正防止計画が適切に実施されているかを確認し、意見を述べる。 
 
 
第3章  適正な運営・管理の基盤となる環境の整備 
 
第８条（コンプライアンス教育・啓発活動の実施） 
 コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者が策定する実施計画（別紙 1 様式）に基

づき、競争的研究費等の運営・管理に関わる全ての構成員を対象としたコンプライアンス教

育を実施する。 
 
➁ コンプライアンス教育の内容は、各構成員の職務内容や権限・責任に応じた効果的で実

効性のあるものを設定し、定期的に見直しを行う。 
 
➂ 実施に際しては、あらかじめ一定の期間を定めて定期的に受講させるとともに、対象者

の受講状況及び理解度について把握する。 
 
➃ これらの内容を遵守する義務があることを理解させ、意識の浸透を図るために、競争的

研究費等の運営・管理に関わる全ての構成員に対し、受講の機会等に誓約書（別紙 2 様

式）等の提出を求める。 
 
➄ コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者が策定する実施計画（別紙 1 様式）に

基づき、競争的研究費等の運営・管理に関わる全ての構成員に対して、コンプライアンス

教育にとどまらず、不正根絶に向けた継続的な啓発活動を実施する。 
 
➅ 競争的研究費等の運営・管理に関わる全ての構成員に対する行動規範を別紙 3 の通り策
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定する。 
 
第９条（ルールの明確化・統一化） 
 競争的研究費等に係る事務処理手続に関するルールについて、以下の観点から定期的に見

直しを行うなどして、統一的な運用を図る。 
（１）競争的研究費等の運営・管理に関わる全ての構成員にとって分かりやすいようにルー 

ルを明確に定め、ルールと運用の実態が乖離していないか、適切なチェック体制が保持 
できるか等の観点から点検し、必要に応じて見直しを行う。 

（2） ルールの統一を図る。 
 
第９条の２（該当するルール） 
 第９条に基づくルールは別紙 4-1 の通りとする。 
 
第１０条（職務権限の明確化） 
 競争的研究費等の事務処理に関する構成員の権限と責任を明確に定め、当社の全ての構成

員で理解を共有する。 
 
➁ 業務の分担の実態と職務分掌規程の間に乖離が生じないよう適切な職務分掌を定める。 
 
➂ 各段階の関係者の職務権限を明確にする。 
 
➃ 職務権限に応じた明確な決裁手続を定める。 
 
第１０条の２（該当する諸規程） 
 第１０条に基づく規程類は別紙４－２の通りとする。 
 
第１１条（告発等の取扱い、調査及び懲戒に関する規程の整備及び運用の透明化） 
 当社内外からの告発等（当社内外からの不正の疑いの指摘、本人からの申出など）を受け 
付ける窓口を別紙 5 の通り設置し、当社の HP に公開する。 
 
➁ 不正に係る情報が、窓口の担当者等から迅速かつ確実に最高管理責任者に伝わる体制を 
構築する。 

 
➂ 以下の（a）から（e）を含め、不正に係る調査の体制・手続等を明確に示した規程等を

別途定める。 
（a） 告発等の取扱い 

告発等を受け付けた場合は、告発等の受付から３０日以内に、告発等の内容の合理 
性を確認し調査の要否を判断するとともに、当該調査の要否を配分機関に報告する。 
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また、報道や会計検査院等の外部機関からの指摘による場合も同様の取扱いとする｡ 
（b） 調査委員会の設置及び調査 

調査が必要と判断された場合は、外部専門家１名以上を含む調査委員会を設置し、

調査を実施する。調査委員会は、不正の有無及び不正の内容、関与した者及びその

関与の程度、不正使用の相当額等について調査する。 
（c） 調査中における一時的執行停止 

被告発者が所属する研究機関は、必要に応じて、被告発者等の調査対象となってい 
る者に対し、調査対象制度の研究費の使用停止を命ずることとする。 

（d） 認定 
調査委員会は、不正の有無及び不正の内容、関与した者及びその関与の程度、不正 
使用の相当額等について認定する。 

（e） 配分機関への報告及び調査への協力等 
1) 当社は、調査の実施に際し、調査方針、調査対象及び方法等について配分機関に

報告、協議しなければならない。 
2) 告発等の受付から２１０日以内に、調査結果、不正発生要因、不正に関与した者

が関わる他の競争的研究費等における管理・監査体制の状況、再発防止計画等を

含む最終報告書を配分機関に提出する。期限までに調査が完了しない場合であっ

ても、調査の中間報告を配分機関に提出する。 
3) また、調査の過程であっても、不正の事実が一部でも確認された場合には、速や

かに認定し、配分機関に報告する。 
4) 上記のほか、配分機関の求めに応じ、調査の終了前であっても、調査の進捗状況

報告及び調査の中間報告を配分機関に提出する。 
5) また、調査に支障がある等、正当な事由がある場合を除き、当該事案に係る資料

の提出又は閲覧、現地調査に応じる。 
 
➃ 不正に係る調査に関する規程等の運用については、公正であり、かつ透明性の高い仕組

みを構築する。 
 
➄ 懲戒の種類及びその適用に必要な手続等を明確に示した規程等を定める。 
 
 
第4章  不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実施 
 
第１２条（不正防止計画の推進責任者の設置） 
当社全体の観点から不正防止計画を推進するため、代表者がこれを担当する。 

 
➁ 当該責任者は、統括管理責任者とともに当社全体の具体的な対策（不正防止計画、コン

プライアンス教育・啓発活動等の計画を含む。）を策定・実施し、実施状況を確認する。 
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➂ 当該責任者は、監査役との連携し、必要に応じて外部の専門家やアドバイザーの意見を

取り入れ、不正防止計画の策定、実施、見直しを行う。 
 
第１３条（不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定及び実施） 
 責任者は、内部監査部門とも連携し、不正を発生させる要因がどこにどのような形である

のか、当社全体の状況を体系的に整理・評価し所定の様式（別紙６－１様式）に取り纏め

る。 
 
➁ 最高管理責任者が策定する不正防止対策の基本方針に基づき、統括管理責任者及び責任

者は、当社全体の具体的な対策のうち最上位のものとして、所定の様式（別紙６－２様

式）にて不正防止計画を策定する。 
 
➂ 不正防止計画の策定に当たっては、上記➀で把握した不正を発生させる要因に対応する

対策を反映させ、実効性のある内容にするとともに、不正発生要因に応じて随時見直しを

行い、効率化・適正化を図る。 
 
➃ 各責任者は、不正根絶のために、他の責任者と協力しつつ、主体的に不正防止計画を実

施し、所定の様式（別紙６－３様式）を用いて進捗状況を把握する。 
 
 
第5章  研究費の適正な運営・管理活動 
 
第１４条（適正な予算執行） 
 予算の執行状況を検証し、実態と合ったものになっているか確認する。 
予算執行が当初計画に比較して著しく遅れている場合は、研究計画の遂行に問題がないか確

認し、問題があれば改善策を講じる。 
 
➁ 発注段階で支出財源の特定を行うため、発注書（または発注依頼書）には、委託課題に

関係しない物品等を含めて記載しない。 
 
第１５条（業者との癒着防止） 
 不正な取引に関与した業者への取引停止等の処分方針を当社として定め、当社の不正対策

に関する方針及びルール等を含め、周知徹底し、別紙７の通り、一定の取引実績（回数、金

額等)や機関におけるリスク要因・実効性等を考慮した上で誓約書等（別紙様式８）の提出を

求める。 
 
第１６条（実効性のあるチェック体制の構築等） 
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 発注・検収業務は、最高管理責任者、統括責任者、またはその管理下にある事務担当者が

実施する。 
【注記】 
将来的に従業員が増加した場合は、当事者以外の従業員によるチェックを組み込む体制を構

築する。 
 
➁ 換金性の高い物品については、競争的研究費等で購入したことを明示するラベルを貼る

ほか、最高管理責任者が定期的に物品の所在を確認するなどして適切に管理する。 
 
➂ 出張計画の実行状況等を社内で把握・確認できる体制とする。 
 
第１７条（書類・データ等の保存） 
 研究費の執行に関する書類やデータ等は当社及び配分機関の定めた期間保存し、後日の検

証を受けられるようにする。 
 
 
 
第6章  情報発信・共有化の推進 
 
第１８条（相談窓口の設置） 
 競争的研究費等の使用に関するルール等について、当社内外からの相談を受け付ける窓口

を別紙 5 の通り設置し、当社の HP に公開する。 
 
第１９条（競争的研究費等の不正への取組方針等の公表） 
 競争的研究費等の不正への取組に関する当社の方針等として、本規程並びに関係する諸規

程を当社の HP に公表する。 
 
 
第７章 モニタリングの在り方 
 
第２０条（モニタリング体制の整備） 
 競争的研究費等の適正な管理のため、最高管理責任者が当社全体の視点からモニタリング

を実施し、その体制を整備する。 
 
➁ モニタリング体制の実効性を確保するため、必要に応じて外部専門家や第三者機関を活

用し、不正防止と管理体制の強化を図る。 
 
➂ モニタリング及び監査制度の整備・実施に関する詳細は別途定める。 
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第２１条（会計監査） 
 最高管理責任者は、毎年度、ルールに照らして会計書類の形式的要件が具備されている

か、財務情報が適切に記録されているかを確認する。必要に応じて、外部専門家の支援を受

ける。また、競争的研究費等の管理体制についても、不備がないかを検証する。 
 
【注記】 
従業員が増加した場合は、内部監査部門の設置を検討し、適切な監査体制を構築する。 
 
第２２条（リスクアプローチ監査） 

 最高管理責任者は、前条の監査に加え、不正防止対策を推進するために、当社の実態に即

したリスク要因を分析し、不正が発生するリスクに対して重点的に監査を実施する。必要に

応じて、外部専門家の支援を受けることができる。監査は、リスクに応じたサンプル抽出や

抜き打ち調査などを実施する。 

【注記】 
従業員が増加した場合は、内部監査部門や不正防止計画推進部門の設置を検討し、リスクア

プローチ監査体制を強化する。 

 
第２３条（内部監査実施に当たっての留意事項） 
 過去の内部監査や、統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者が実施するモニタリ

ングを通じて把握された不正発生要因に応じて、監査計画を随時見直し、効率化・適正化す

る。 
 
➁ 専門的な知識を有する者を活用して内部監査の質の向上を図る。 
 
第２４条（監査機能との連携等） 
 最高管理責任者は、不正防止に関する内部統制の整備・運用状況を多角的に評価し、モニ

タリング及び監査の実効性を確保する。必要に応じて、外部専門家や第三者機関と連携し、

競争的研究費等の運営・管理の在り方や内部統制の改善について意見を求める。 
 
➁ 当社は配分機関による調査に協力する。 
 
第２５条（監査結果等の周知） 
 内部監査結果等については、コンプライアンス教育及び啓発活動にも活用するなどして周

知を図り、当社全体として不正発生の防止を徹底する。 
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第８章 雑則 
 
第２６条（補則） 
この規程に定めるもののほか、必要な事項は別途定める。 

 
 
第２７条（規程の改廃） 
 本規程の改廃は、代表社員が決定する。 
 
【注記】 
従業員が増加し、意思決定機関を設置した場合は、その機関を経て改廃を決定する。 
 
➁ ガイドライン改正時には、本規程の改廃の要否を検討する。 
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＜別紙１様式＞ 規程第８条➀・➄関連 
 

コンプライアンス教育・啓発活動実施計画 
 
 
１ コンプライアンス教育と啓発活動は、相互に補完する形で実施する。 
 
２ コンプライアンス教育は、不正防止対策の理解の促進を目的として、競争的研究費等の

運営・管理に関わる全ての者を対象に、２０２４年度は、次の取組を実施する。 
（１）競争的研究費等の運営・管理の説明会の開催（１２月） 
  ➀ 不正防止対策の事例について 
  ➁ モニタリングの実施について 
（２）e-learning 受講（９月） 
  ➀ eL CoRE の受講 
  ➁ 誓約書の提出 
  
３ 啓発活動は、コンプライアンス教育の内容を踏まえて意識の向上と浸透を図ることを目

的とし、競争的研究費等の運営・管理に関わる全ての者を対象に、不正防止に向けた意識付

けを広く頻繁に繰り返し行う。２０２４年度は、次の取組を実施する。 
  ➀ 外部の専門家による指導を受ける。 
  ➁ 四半期に１回、社内メール等で周知する。 
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＜別紙２様式＞ 規程第８条➃関連 
 
株式会社 IT 工房 Z 
代表取締役 殿 
 

誓 約 書 
 
競争的研究費等の運営・管理にあたり、下記の事項を遵守することを誓約します。 
 

記 
 
 
１ 社内の規則等を遵守します。 
２ 不正は行いません。 
３ 規則等に違反して、不正を行った場合は、会社や配分機関の処分及び法的な責任を負担

します。 
４ コンプライアンス教育のための研修用動画の視聴及び e-learning を受講しました。 
 
 
 
 

年 月 日      

 
（所属）       

 
（署名）       
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＜別紙３＞ 規程第 8 条➅関連 
 
 

株式会社 IT 工房 Z 競争的研究費等の運営・管理の行動規範 
 

２０２４年８月１日策定 
 
 行動規範は、競争的研究費等の運営・管理に関わる全ての者を対象に、競争的研究費等の

運営・管理を適正に行うための行動や判断の基準となる模範を示したものである。 
 
１ コンプライアンス教育を受講し、法令等を遵守する。 
 
２ コンプライアンス教育の内容を、それぞれの権限・責任に応じて実行する。 
 
３ 啓発活動を通じて、不正防止に向けた意識の向上と浸透を図る。 
 
４ 実効性のある取組が期待されていることを意識し、取組を推進する。 
 
５ 研究費の不正使用等は、絶対に行わない。 
 
６ 研究活動における不正行為（ねつ造、改ざん、盗用等）は、絶対に行わない。 
 
７ 研究費の不正使用等が疑われる場合は，速やかに通報窓口に通報する。 
 

以上 
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＜別紙４－１＞ 規程第９条の２関連 
 
規程第９条に基づくルール 
１．会社のルール  

 
２．その他のルール  
３．１と２を統合したルール 
（該当するルールがあれば） 

 

 
周知方法：当社 HP で当社関係者が閲覧できるようにする。 
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＜別紙４－２＞ 規程第１０条の２関連 
 
規程第１０条に基づく規程類 （例示） 

1． 競争的研究費等の事務処理に関す

る構成員の権限と責任について定

めた規程 
（第１０条➀） 

〇〇〇〇規程 

2． 競争的研究費等の事務処理に関す

る構成員の職務分掌を定めた規程 
（第１０条➁） 

△△△△規程 

3． 競争的研究費等の事務処理に関す

る各段階の関係者の職務権限を明

確化した規程 
（第１０条➂） 

◇◇◇◇規程 
 

4． 競争的研究費等の事務処理に関す

る職務権限に応じた明確な決裁手

続を定めた規程 
（第１０条➃） 

××××規程 

 
周知方法：当社 HP で当社関係者が閲覧できるようにする。 
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＜別紙５＞  規程第１１条及び第１８条に係る窓口  
 
 
競争的研究費等の使用に関するルール等について、当社内外からの相談を受け付ける窓口

を、以下のとおり設置します。 
 
株式会社 IT 工房 Z 代表窓口 
E-MAIL：info@itkobo-z.jp 
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＜別紙６－１様式＞ 規程第１３条➀関連   
 

不正を発生させる要因の整理・評価  
 
〇〇年度 不正発生要因の整理・評価（記載例） 

不正発生要因 発生 
頻度 

影響 
度合 

評価 防止計画 
の要否 

ア. ルールと実態の乖離（発注権限のない研究者が発注、例外処

理の常態化など)。 
3 2 6 要 

イ. 決裁手続が複雑で責任の所在が不明確。 2 2 4 要 
ウ. 予算執行の特定の時期への偏り。 2 3 6 要 
エ. 業者に対する未払い問題の発生。 3 3 9 要 
オ. 競争的研究費等が集中している、又は新たに大型の競争的研

究費等を獲得した部局・研究室。 
1 3 3  

カ. 取引に対するチェックが不十分（事務部門の取引記録の管理

や業者の選定・情報の管理が不十分）。 
2 1 2  

キ. 同一の研究室における、同一業者、同一品目の多頻度取引、

特定の研究室のみでしか取引実績のない業者や特定の研究室

との取引を新規に開始した業者への発注の偏り。 

1 2 2  

ク. データベース・プログラム・デジタルコンテンツ作成、機器

の保守・点検など、特殊な役務契約に対する検収が不十分。 
3 2 6 要 

ケ. 検収業務やモニタリング等の形骸化（受領印による確認の

み、事後抽出による現物確認の不徹底など）。 
2 2 4 要 

コ. 業者による納品物品の持ち帰りや納品検収時における納品物

品の反復使用。 
2 3 6 要 

サ. 非常勤雇用者の勤務状況確認等の雇用管理が研究室任せ。 2 2 4 要 
シ. 出張の事実確認等が行える手続が不十分（二重払いのチェッ

クや用務先への確認など)。 
3 2 6 要 

ス. 個人依存度が高い、あるいは閉鎖的な職場環境（特定個人に

会計業務等が集中、特定部署に長い在籍年数、上司の意向に

逆らえないなど）や、牽制が効きづらい研究環境（発注・検

収業務などを研究室内で処理、孤立した研究室など）。 

1 1 1  

＊不正発生要因は｢ガイドライン３節(２)実施上の留意事項➀｣に記載の一般的なリスク(ア～

ス) 
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＜別紙６－２様式＞ 規程第１３条➁関連 
 

「不正を発生させる要因の整理・評価」結果を受けた不正防止計画 
 
〇〇年度 要対応の不正発生要因に基づく不正防止計画（記載例） 

不正発生要因 不正防止計画 担当 
ア. ルールと実態の乖離（発注権限のな

い研究者が発注、例外処理の常態

化など)。 

・コンプライアンス教育による 
ルールの周知徹底 

総務担

当 

イ. 決裁手続が複雑で責任の所在が不明

確。 
・決裁手続の見直し／フローチ

ャートによる見える化 
経理担

当 
ウ. 予算執行の特定の時期への偏り。 ・月次で進捗状況を確認し、適

宜指導 
経理担

当 
エ. 業者に対する未払い問題の発生。 ・請求データと支払データのサ

ンプリング照合 
監査担

当 
ク. データベース・プログラム・デジタ

ルコンテンツ作成、機器の保守・

点検など、特殊な役務契約に対す

る検収が不十分。 

・特殊な役務契約を対象とした

検収マニュアルの作成・周知 
購買担

当 

ケ. 検収業務やモニタリング等の形骸化

（受領印による確認のみ、事後抽

出による現物確認の不徹底な

ど）。 

・定期的に管理台帳と現物を照

合 
監査担

当 

コ. 業者による納品物品の持ち帰りや納

品検収時における納品物品の反復

使用。 

・納品書・検収書と現物の抜き

打ちサンプリングチェック 
監査担

当 

サ. 非常勤雇用者の勤務状況確認等の雇

用管理が研究室任せ。 
・非常勤雇用者の雇用管理業務

を事務部門に移管 
人事担

当 
シ. 出張の事実確認等が行える手続が不

十分（二重払いのチェックや用務

先への確認など)。 

・出張命令書・出張報告書・旅

費精算データの 3 点チェック 
・抜き打ちで用務先・宿泊先へ

の反面調査 

人事担

当 
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＜別紙６－３様式＞  規程第１３条➃関連 
 

不正防止計画の進捗把握 
 
〇〇年度 不正防止計画実施状況（記載例） 

不正防止計画 担当 実施状況 
（確認日：〇年〇月〇日） 

備考 

ア. コンプライアンス教育による

ルールの周知徹底 
総務担

当 
コンプライアンス教育実施

（7/21） 
完了 

イ. 決裁手続の見直し／フローチ

ャートによる見える化 
経理担

当 
未対応 翌年度 

繰越 
ウ. 月次で進捗状況を確認し、適

宜指導 
経理担

当 
5 月より毎月実施中。遅延先

に理由聴取しフォロー。 
継続 
実施 

エ. 請求データと支払データのサ

ンプリング照合 
監査担

当 
監査済（2/7）。問題なし。 完了 

ク. 特殊な役務契約を対象とした

検収マニュアルの作成・周知 
購買担

当 
マニュアル作成済。翌年度に

説明会実施予定。 
継続 
実施 

ケ. 定期的に管理台帳と現物を照 
  合 

監査担

当 
当年度の監査手続に織り込

み、対応済。差異なし。 
完了 

コ. 納品書・検収書と現物の抜き

打ちサンプリングチェック 
監査担

当 
部門を特定して監査対応済。

問題なし。 
完了 

サ. 非常勤雇用者の雇用管理業務

を事務部門に移管 
人事担

当 
来年度より人事部に移管する

ことで所定の決裁済。 
完了 

シ. 出張命令書・出張報告書・旅

費精算データの3 点チェック 
抜き打ちで用務先・宿泊先へ

の反面調査 

人事担

当 
未対応 翌年度 

繰越 
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＜別紙７＞  規程第１５条関連-1 
 

取引業者からの誓約書入手基準 
 
ガイドラインの適用を受ける競争的研究費等に関わる取引業者のうち、以下の条件を満たす

先 
 
・前年度の取引実績が１０回以上または１００万円以上の先 

 
 
ただし、不正リスクが低いと考えられる以下の先は対象外とする。 
 

1  国、地方公共団体、独立行政法人等の公的機関及び学校法人 
2  国際組織、外国企業等（国内事業所は除く（国内企業等として取り扱う）） 
3  電気・ガス・水道・通信・郵便事業者等 
4  弁護士・特許・税理士事務所等 
5  営利目的（商取引､反復継続）としての相手方ではない個人（謝金・報酬等対象

者） 
6  その他、本件対象に馴染まない業種・取引等 

 
 
 

以上 
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＜別紙様式８＞   規程第１５条関連-２ 
 

取引業者からの誓約書 
 
株式会社 IT 工房 Z 
代表取締役 殿 
 

誓 約 書 
 
当社は、貴社への物品等の納入について以下のとおり誓約します。 
 

記 
 
 
１ 貴社の規則等を遵守し、不正に関与しません。 
２ 内部監査、その他調査等において、取引帳簿の閲覧・提出等の要請に協力します。 
３ 不正が認められた場合は、取引停止を含むいかなる処分を講じられても異議ありませ

ん。 
４ 貴社の担当者等から不正な行為の依頼等があった場合には通報します。 
 

年 月 日          
 

（住  所） 
 

（社  名） 
 

（代表者名）              印 


